
    
標準営業約款は、消費者の利益擁護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など

国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業が提供するサービスや

技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者

からサービスを受けたり商品を購入したりする際の選択の利便を図ることを目的とし

て、昭和５４年に創設された制度です。 

生衛業事業者の皆様へ 

標準営業約款のご登録を！ 


